
 

第三次北九州市高齢者支援計画（平成２４年度～平成２６年度）に基づく 

高齢者福祉施設の整備に係る公募説明会の開催について 

 

 

 第三次北九州市高齢者支援計画に基づく高齢者福祉施設の整備について、下記のと

おり公募説明会を開催します。 

 

記 

 

１ 公募対象施設等 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・募集数 ：１ヶ所 

・募集圏域：ア 北九州市全区 

      イ 北九州市東部（門司区、小倉北区、小倉南区） 

      ウ 北九州市西部（若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区） 

 

（２）複合型サービス 

・募集数 ：１ヶ所 

・募集圏域：北九州市全域 

 

 

２ 公募説明会の開催日時 

（１）日  時：平成２６年４月７日（月） １０：００～１１：４０ 

        定期巡回・随時対応型訪問介護看護：１０：１０～１０：５０ 

        複合型サービス         ：１１：００～１１：４０ 

 

（２）場  所：北九州市役所 ３階 大集会室  定員１００名 

（小倉北区城内１番１号） 

※公共の交通機関をご利用ください。 

 

（３）申 込 み：３月２８日（金）（必着）までに、別紙「説明会参加申込書」を FAX

にて、介護保険課まで送付くださいますようお願いします。（参加は、

１法人（事業所）３名まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込・問合せ先】 

 〒803-8501 

 北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課 

地域密着型サービス係 担当 上田・村上 

TEL：582-2771  FAX：582-2095 



保健福祉局介護保険課 

 

 

第三次北九州市高齢者支援計画分  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の公募について 

 

 

1. 基本方針 

第三次北九州市高齢者支援計画（H24～26 年度）で整備予定の定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業者を募集する。 

事業所整備に伴う建設補助及び備品整備等補助については、国の補助金を活用して行

う予定である。 

なお、下記の補助額については確定したものではなく、変更の可能性もある。 

 

【建設補助額（予定額）】    １施設あたり  ５００万円 

【備品整備等補助額（予定額）】 １施設あたり１，０００万円 

            合計        １，５００万円 

 

 

２. 募集内容 

○募集施設  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○募集数   １ヵ所 

○応募資格  法人であること 

 

３. 募集圏域 

 サービス提供圏域 募集数 

1 北九州市全区 

いずれかの圏域で 1事業所 2 北九州市東部（門司区、小倉北区、小倉南区） 

3 北九州市西部（若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区） 

※上記の区分に他の行政区を追加することは可能。 

 （例）北九州市東部＋戸畑区 

 

４. 実施時期（スケジュール） 

○公募説明会           平成 26年４月７日（月） 

○応募書類の提出期限（締切）   平成 26年６月６日（金） 

○決定時期            平成 26年 7月中旬 

学識経験者等で構成される第三者機関の意見を聞いた

上で、市が事業予定者として決定する。 

 ※事業予定者の補欠は定めない。 

○開設期間                       平成 27年４月 1日までに開設すること 



保健福祉局介護保険課 

 

 

第三次北九州市高齢者支援計画分 

複合型サービスの公募について 

 

 

1. 基本方針 

第三次北九州市高齢者支援計画（H24～26 年度）で整備予定の複合型サービスの事

業者を募集する。 

事業所整備に伴う建設補助及び備品整備等補助については、国の補助金を活用して行

う予定である。 

なお、下記の補助額については確定したものではなく、変更の可能性もある。 

 

【建設補助額（予定額）】    １施設あたり２，０００万円 

【備品整備等補助額（予定額）】 １施設あたり  ３００万円 

           合計         ２，３００万円 

 

 

2. 募集内容 

○募集施設  複合型サービス（登録定員２５名） 

○募集数   １ヵ所 

○応募資格  法人であること 

 

3. 募集圏域 

北九州市全域 

 

4. 実施時期（スケジュール） 

○公募説明会           平成 26年４月７日（月） 

○応募書類の提出期限（締切）   平成 26年６月６日（金） 

○決定時期            平成 26年 7月中旬 

学識経験者等で構成される第三者機関の意見を聞いた

上で、市が事業予定者として決定する。 

 ※事業予定者の補欠は定めない。 

○開設期間                       平成 27年４月 1日までに開設すること 

 

 


